
 

粗大ごみ収集運搬業務（大館地域）基本事項説明書 

 

 

 １．業務名称 粗大ごみ収集運搬業務（大館地域） 

 

 

 ２．委託地域 大館市 大館地域 

    

 

 ３．委託期間 

   令和６年６月１日～令和７年３月３１日 

 

 

 ４．委託料の支払い 

  ① 業務委託料の支払は、収集月の翌月払いとする。 

  ② 収集月ごとの請求額は、入札額の５分の１×1.10とする。 

  ③ 収集月ごとの業務委託料に係る請求書は、請求の対象となる月の翌月１０日（当

日が土曜日、日曜日又は国民の祝日・休日にあたる日は、その直前の平日）まで

に業務履行報告書と共に提出すること。なお、当該業務履行報告書の様式は任意

とするが、収集月までの収集内容が確認できる内容とすること。 

 



 
粗大ごみ収集運搬業務（大館地域）仕様書 

 

１．業務内容 

（１） 受注者は、粗大ごみの申し込みの受け付けを行うものとする。 

（２） 受注者は、受け付けした粗大ごみを収集し、大館市粗大ごみ処理場に

搬入するものとする。 

      「粗大ごみ」：別紙参照 

 

２．申込受付 

（１） 受付は、土曜日、日曜日、祝祭日、１２月３０日～１月３日を除き、

午前８時３０分から午後５時まで電話等により行うものとする。 

（２） 電話等で申し込みを受け付ける際は以下の対応とする。 

    ①申込者の住所、氏名、連絡先を確認 

    ②粗大ごみの種類、大きさ、重さ、個数を確認 

    ③処理に要する金額を伝え、必要な粗大ごみ証紙の枚数を伝える 

    ④申込者と排出場所を協議し、受託者の指定する収集日を伝える 

 

３．収集 

（１） 収集は奇数月に行い、収集に必要な車両により大館地域全域で行う。 

（２） 収集は、申込者と協議して決めた排出場所からの戸別収集とし、収集

車両には運転者のほかに作業員１名以上が同乗するものとする。 

 

４．搬送 

（１） 粗大ごみに貼付された証紙には、消印を行うものとする。 

（２） 収集した粗大ごみは、大館市粗大ごみ処理場に搬入するものとする。 

 

５．報告書の作成 

 収集月ごとに、「申込状況」及び「収集状況」の任意の様式による報告書を作成し、

提出するものとする。 

 

６．法律の遵守 

受託者は、業務を実施するにあたっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律ならび

に大館市廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成７年条例第１０号）その他関係

法令を遵守すること。 

 

７．事故時の対応 

受託者は、業務中に発生した事故については、事故の大小を問わず速やかに委託者

に報告すること。 

 



 

 

８．委託料 

受注者は、前項に規定する報告書を添えて委託料を請求するものとする。 

 

９．その他疑義が生じたときは、必要に応じて両者協議のうえ定めることとする。 
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件 名 粗大ごみ収集運搬業務（大館地域）

確 認 年 月 日 令和　　年　　月　　日

会 社 名

氏 名

ホームページ掲載の仕様書により内容を確認しました。

※  ホームページ掲載の仕様書等で、業務の内容を確認された方は、入札参加申込書に
　本確認書を添付してください。

仕様書確認書
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